
入 札 説 明 書 
 

 令和８年１月１６日付け公告の公益財団法人愛知県教育・スポーツ振興財団（以下「財団」と

いう。）に係る一般競争入札については、下記のとおり執行します。 

記 

１ 競争入札に付する事項等 

(1)  調達案件の名称及び数量 

  ア 名称 

愛知県体育館始め５施設に係る電力の供給 

  イ 場所 

    別紙１のとおり 

  ウ 数量 

予定使用電力量 2,025,000kWh 

内訳は別紙２のとおり 

(2)  調達案件の仕様等 

    別添の仕様書のとおり。 

(3)  履行期間 

    令和８年４月１日(水)０時００分から令和９年３月３１日(水)２４時００分まで 

    ただし、愛知県体育館については令和８年４月１日（水）０時００分から令和８年 

１２月３１日（木）２４時００分までとする。 

(4)  入札方法 

  ア この入札は、公益財団法人愛知県教育・スポーツ振興財団財務規程（以下「財務規程」 

という。）に基づき、紙による入札書の提出により実施します。 

イ この入札に関する提出書類は、提出期限内に３(1)イ(ｲ)に示す場所へ持参又は郵送で提

出してください。 

 

２ 入札に参加する者に必要な資格 

   次の各号のすべてに該当するものであること。 

(1)  地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４の規定に該当しない者であ

ること。 

(2)  公告の日から開札の日までの期間において、「愛知県が行う事務及び事業からの暴力団 

排除に関する合意書」（平成２４年６月２９日付け愛知県知事等・愛知県警察本部長締結。以

下「合意書」という。）１(1)アに規定する調達契約からの排除措置を受けていないこと。 

(3)  公告の日から開札の日までの期間において、愛知県（以下「県」という。）が発注する物品

の製造・販売、物品の買受け及び役務の提供等（以下「物品の製造等」という。）に係る指名

停止の措置を受けていない者であること。 

(4)  開札時までに、物品の製造等に係る愛知県競争入札参加資格者名簿（令和６・７年度） 

（以下「名簿」という。）「物品の製造・販売」のうち「電力」に登録されている者であること。 

(5)  電気事業法（昭和３９年法律第１７０号）第２条の２の規定により経済産業大臣の許可 

登録を受けている小売電気事業者であること。 

 

３ 入札参加資格の確認に関する事項 

 (1) 入札参加資格の確認手続 

入札参加者は、次により入札参加資格確認申請書類（以下「資格確認申請書類」という。）

を提出しなければなりません。 

なお、提出した資格確認申請書類について説明を求められたときは、これに応じなければ

なりません。 

    ア 提出書類 

ａ  入札参加資格確認申請書（様式１） 

ｂ 過去２年間の実績報告書（様式２） 

ｃ 上記２(4)及び２(5)の資格を有することを証明する書類 

 



イ 提出方法及び提出先 

(ｱ) 提出方法 

上記ａ、ｂ及び cについて、下記 (ｲ)の提出先へ持参又は郵送により、令和８年１ 

月３０日(金)午後３時まで（必着）に提出してください。 

   なお、持参する場合は、土曜日、日曜日及び休日を除く平日の午前９時から午後５時

までの間とします。 

(ｲ) 提出先 

  公益財団法人愛知県教育・スポーツ振興財団 企画推進課企画調整グループ 

名古屋市中区新栄１丁目４９番１０号 愛知県教育会館２階（郵便番号４６０－０００７） 

電話（０５２）２４１－９１０１ 

ウ 資格確認結果の通知 

入札参加者から提出された資格確認申請書類に基づき、財団において当該入札参加者の

入札参加資格を確認し、その結果を電話連絡により通知します。 

  エ その他 

a  資格確認申請書類の作成及び提出に要する費用は、提出者の負担とします。 

ｂ  提出された資格確認申請書類は返却しません。なお、これらの書類は原則として公

表せず、資格の確認以外の目的で使用しません。 

(2) 入札参加者の資格喪失 

   入札参加資格があると認められた者が、入札期日までにおいて次の事由に該当することと 

なったときは、入札参加資格を失うものとします。 

  ア 仮差押、仮処分、競売、破産、会社整理開始、会社更生手続開始、特別清算開始又は民

事再生手続開始の申立てがなされたとき。 

  イ 手形交換所による取引停止処分、主要取引先からの取引停止等の事実があり、業務執行

が困難と見込まれたとき。 

  ウ その他本件業務に着手し、又は本件業務を遂行することが困難になるとみられる事由が

発生したとき。 

 

４ 入札 

  入札参加者は、様式３の入札書を作成し、様式５に示す表記をした封筒に入れ、封かんのう

え、３(1)イ(ｲ)に示す提出先へ入札の期間内に提出しなければなりません。 

  なお、入札書に記入する日付は、入札の期間内の日付としてください。入札の期間外の日付

を記入された入札は無効とします。 

(1)  入札の期間 

令和８年２月２日(月)から２月３日(火)までの午前９時から午後５時まで 

 (2) 入札金額 

ア 入札金額は、財団が提示する予定使用電力量の対価をもって見積もってください。 

イ 各社において設定する契約電力に対する単一の単価（月額）及び使用電力量に対する 

単価（同一月においては単一のものとする。）に基づき、入札内訳書（別紙様式４）によ 

って４月１日から翌年３月３１日（体育館は１２月３１日）までの愛知県体育館始め５ 

施設の内訳書で算出した金額を入札金額として積算してください。夏季料金単価を適用 

する場合は、７月１日から９月３０日までを夏季とし、それ以外をその他季としてくだ 

さい。入札価格の算定にあたっては、力率は 100パーセントとし、力率割引又は割増を 

適用する場合は、その月の力率が 85パーセントを上回る 1パーセントにつき適用額を 

1パーセント値引きし、85パーセントを下回る場合は、その下回る 1パーセントにつき 

適用額を 1パーセント割増するものとします。なお、入札に当たって入札内訳書の提出 

は必要ありません。 

  ただし、落札決定後、７(6)アに記載されているように、落札者には内訳書を提出して 

いただきます。 

ウ 中部地域のみなし小売電気事業者(旧一般電気事業者)が業務用電力需要家に適用す 

る燃料調整額及び電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置 

法に基づく賦課金は含めず、入札金額を積算してください。 



エ 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の１００分の１０に相当 

する金額を加算した金額（当該金額に１円未満の端数がある時は、その端数金額を切り捨

てた金額）をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事

業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の１１０分の１００

に相当する金額を入札書に記載してください。 

 (3) 入札の延期等 

   入札者が相連合し、又は不穏の挙動をする場合であって、競争入札を公正に執行すること

ができない状態にあると認められるときは、当該入札を延期し、又はこれを取り止めること

があります。 

 

５ 開札 

(1)  日時及び場所 

令和８年２月４日(水) 午前１０時３０分から 

愛知県教育会館３階 

(2)  立会い 

開札は、入札者立会いのうえで行います。 

なお、入札者が立会わない場合は、当該入札事務に関係のない財団職員が立会いのうえ 

行います。 

(3)  再度入札 

開札の結果、予定価格の制限に達した価格の入札のないときは、２回まで入札を行います

ので、あらかじめ様式３の入札書を作成し、様式５に示す表記をした封筒に入れ、封かんの

うえ、ご用意ください。２回目の入札を行い予定価格以内の入札がなかった場合は、２回目

の入札において最低価格を提示した方と協議のうえ、随意契約を行います。 

 

６ 入札に対する質問 

この入札説明書、契約書（案）、入札方法等に関する質問は、次の期限までに下記へ連絡し 

てください。 

質問受付期限 令和８年１月２６日(月)午後５時まで 

問い合わせ先 公益財団法人愛知県教育・スポーツ振興財団 企画推進課企画調整グループ 

電 話（０５２）２４１－９１０１ 

メール kanri@aichi-kyo-spo.sakura.ne.jp 

 

７ その他 

(1) 契約の手続において使用する言語及び通貨 

   日本語及び日本国通貨に限ります。 

(2) 入札保証金の免除等 

入札参加者は、財務規程第１００条の規定により、見積金額の１００分の５以上の金額の

入札保証金（財務規程第１０２条の定める入札保証金に代わる担保を含む。以下同じ。）

を納めなければなりません。ただし、入札参加者が過去の実績から判断して、契約を締結

しないこととなるおそれがないと認められるときは、入札保証金の全部又は一部を免除す

るものとします（財務規程第１０１条）。 

(3) 入札保証金の還付等 

ア 入札保証金は、落札者決定後に還付します。ただし、落札者に対しては、契約締結後に

還付します。なお、予定価格を上回る金額で入札を行った者については、入札終了後直ち

に還付します。 

  イ 入札保証金の還付を受けた場合には、領収証書等を出納員に提出するものとします。 

ウ 落札者が納付した入札保証金については、落札者から申出があったときは、当該入札保

証金を契約保証金に充当することができます。 

エ 入札保証金を納付した者は、入札保証金を納付した日からその還付を受ける日までの期

間に対する利息の支払を請求することはできません。 

オ 入札保証金を納付した落札者が契約を締結しないときは、当該落札者が納付した入札保

証金は財団に帰属します。 



(4) 入札の無効 

    財務規程第９９条（入札の無効）に該当する入札は無効とします。 

(5) 落札者の決定方法 

  ア 競争入札参加資格、仕様書等の要求要件をすべて満たし、入札金額が予定価格の制限の

範囲内で、かつ、最低価格をもって有効な入札を行った者を落札者とします。 

  イ 落札者となるべき者が二人以上あるときは、くじにより落札者を決定するものとします。 

(6) 落札者に要求される事項 

ア 落札者に決定した者は、落札決定後、直ちに様式４の入札内訳書を上記３(1)イ(ｲ)に記

載の場所へ提出しなければなりません。 

イ 落札者から提出された入札内訳書により、入札金額が適正であると確認されたときは、

当該入札内訳書に記載された料金単価により契約を締結するものとします。 

(7) 契約の締結 

落札者と別添の契約書により契約を締結します。ただし、開札の日から契約締結の日まで

の期間において、落札者に不正等の実態があった場合は、原則として契約を締結しないもの

とします。 

(8) 妨害等に対する報告義務等 

契約の履行に当たり、妨害等を受けた場合は、速やかに財団に報告するとともに警察へ被

害届を提出しなければなりません。これを怠った場合は、指名停止措置又は競争入札による

契約若しくは随意契約において契約の相手方としない措置を講じることがあります。 

(9) 契約保証金 

   契約を締結しようとする者は、財務規程第７８条の規定により、契約金額の１００分の１

０以上の金額の契約保証金を契約締結日までに納めなければなりません。ただし、財務規程

第７９条の規定により、全部又は一部の納付を免除されたときは、この限りでありません。 

(10) 調達の条件 

 本調達は、理事会における当該調達に係る予算の成立を条件とするものです。 

 


